
   

入 札 公 告 

  

次のとおり一般競争入札に付します。 

 令和５年４月２６日 

                        支出負担行為担当官 

                        参議院庶務部会計課長 高嶋 久志 

１．競争に付する事項 

   参議院の審議テレビ中継に関する総合運用請負業務 

２．請負業務の内容 

   仕様書による。 

３．履行期間及び履行場所 

契約締結日から令和６年３月３１日まで 

   東京都千代田区永田町１－７―１ 参議院 

   詳細は仕様書による。 

４．電子調達システムの利用 

   本調達は「電子調達システム」を利用し、入札説明書等の交付、総合評価のための提案書等の

提出及び入札を実施するものとする。ただし、紙による交付及び提出も可とする。 

５．入札方法 

 (1) 落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行う。 

 (2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された入札金額に当該金額の１０パーセントに相当

する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業

者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 

  (3) 入札書の記入及び提出については、「入札において遵守すべき事項」を参照のこと。 

６．競争参加資格 

(1) 予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）第70条の規定に該当しない者であること。

ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得てい

る者については、この限りでない。 

(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 

(3) 令和４・５・６年度参議院競争参加資格（全省庁統一資格）において、役務の提供の「Ａ」、

「Ｂ」又は「Ｃ」に格付けされた者、又は、当該競争参加資格を有していない者で、下記７．

(4)に記す書類の提出期限までに競争参加資格審査を受け、競争参加資格者名簿に登載され、

当該等級に該当した者であること。 

(4) 参議院から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 

(5) 各府省庁等から指名停止等の措置を受けている期間中の者でないこと。 

(6) 支出負担行為担当官等が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約ができるこ

と。 

(7) 総合評価のための提案書を提出した者であり、提出された提案書に記述された内容が、調



   

達仕様書記載の必須項目について、すべて満たしている者であること。 

７．入札書の提出場所等 

(1)電子調達システムのＵＲＬ、入札書等の提出場所及び契約条項を示す場所 

政府電子調達システム（ＧＥＰＳ） https://www.geps.go.jp/ 

「調達ポータル」https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101 

〒100-0014 東京都千代田区永田町１－１１－１６ 

参議院第二別館東棟１階 会計課契約係 

(2)問合せ先 

   〒100-0014 東京都千代田区永田町１－１１－１６  

    入札手続関係：参議院庶務部会計課契約係 谷合 まどか 

電話:０３－３５８１－３１１１（内線７４３２６） 

メール kaikei-keiyaku@sangiin-sk.go.jp 

仕様書関係 ：参議院庶務部広報課 間部 英貴 

    仕様書に関する問合せは、ファックスで下記に行うとともに、電話にて連絡すること。 

電話:０３－３５８１－３１１１（内線７４１２１） 

ＦＡＸ：０３－５５１２－３８６２ 

(3) 入札説明書等の交付方法 

        入札説明書等は電子調達システムによりダウンロードにて交付する。なお、紙による交付

を希望する場合は、７.(1)会計課契約係において交付する。また、電子メールによる交付を

希望する場合は、７.(2)のメールアドレスに連絡すること。その際、メール本文に件名、社

名、担当者名、電話番号及び送付先メールアドレスを記載すること。 

(4) 総合評価のための提案書等の提出期限 

     令和５年６月１２日（月） 正午 

    提出場所：7.(1)のとおり。 

      提出方法：電子調達システム利用、持参、メール又は郵送により提出すること。 

（郵送による場合は書留郵便とし、必着のこと。） 

(5) 入札書の提出期限 

     令和５年６月２８日（水） １７時 

    提出場所：７.(1)のとおり。 

    提出方法：電子調達システム利用、持参又は郵送により提出すること。 

（郵送による場合は書留郵便とし、必着のこと。） 

(6) 開札の日時及び場所 

令和５年６月２９日（木） １１時 

     〒100-0014 東京都千代田区永田町１－１１－１６ 

       参議院第二別館東棟１階会計課会議室 

(7)(4)から(6)については、電子調達システムにおいてシステム障害が発生した場合には、別途通

知する日時に変更する場合がある。 

８．入札説明会 

   個別で随時行う。 



   

   入札説明会に参加を希望する者は、上記７．(2)会計課契約係まで申し込むこと。 

９．入札者に求められる義務等 

この一般競争入札に参加を希望する者は、次の（１）から（４）に記す総合評価に関する提

案書等を７. (4)のとおり提出すること。 

（１）総合評価のための提案書 ８部 

（２）令和４・５・６年度参議院競争参加資格資格（全省庁統一資格）の写し １部 

（３）暴力団排除に関する誓約書 １部 

（４）指名停止等に関する申出書 １部 

支出負担行為担当官等から当該書類に関し説明を求められた場合にはそれに応じなければ

ならない。 

なお、電子調達システム利用又はメールによる提出の場合、（１）は１部提出すればよい。 

１０．入札の無効 

     本公告に示した競争参加資格のない者及び入札者に求められる義務を履行しなかった者

の提出した入札書及び総合評価のための提案書は無効とする。 

１１．落札者の決定方法 

      予算決算及び会計令第７９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であ

り、仕様書において明らかにした性能等の要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要

求要件を全て満たしている提案をした入札者の中から、総合評価基準書で定める総合評価

の方法をもって落札者を決定する。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、

その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、

又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著

しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した

他の者のうち得られた総合評価点の最も高い者を落札者とする。 

１２．その他 

   （１）契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 

   （２）入札保証金及び契約保証金 免除 

   （３）契約書作成の要否 要（別紙の契約書案を参照のこと。） 

 


